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家
屋
を
取
り
壊
し
た
ら

登
記
あ
り
家
屋　

法
務
局
（
春
日
井
市
）
で
滅
失
登
記
を

し
て
く
だ
さ
い
。

登
記
な
し
家
屋　

役
場
税
務
課
で
取
り
壊
し
届
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動

車廃
車
・
譲
渡
し
た
ら　

ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
・
標
識
交
付
証
明

書
を
持
参
し
、
役
場
税
務
課
で
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

購
入
し
た
ら

販
売
証
明
書
ま
た
は
譲
渡
証
明
書
を
持

参
し
、
15
日
以
内
に
役
場
税
務
課
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

住
所
な
ど
申
告
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た

場
合
も
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

原
動
機
付
自
転
車
お
よ
び
小
型
特
殊
自
動

車
以
外
の
手
続
き
場
所

三
輪
お
よ
び
四
輪
以
上
の
軽
自
動
車

軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管
事
務
所

小
牧
支
所

普
通
自
動
車
・
小
型
自
動
車
・
１
２
６
ｃ

ｃ
以
上
の
二
輪
車

中
部
運
輸
局
愛
知
運
輸
支
局　

小
牧
自

動
車
検
査
登
録
事
務
所

　

令
和
４
年
１
月
２
日
以
降
に
完
成
（
新

築
・
増
築
）
し
た
家
屋
に
つ
い
て
は
、
令

和
５
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
の
課
税
対
象

と
な
る
た
め
、
対
象
の
方
に
家
屋
調
査
の

依
頼
文
書
を
順
次
発
送
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
建
物
（
居
宅
・
車
庫
・
物
置

等
）
の
構
造
や
使
用
さ
れ
て
い
る
資
材
を

調
査
し
て
、
固
定
資
産
税
を
算
出
す
る
た

め
の
も
の
で
、
事
前
に
調
査
日
時
を
調
整

し
、
当
日
は
職
員
が
訪
問
し
て
お
こ
な
い

ま
す
。

　

調
査
は
、
家
の
中
に
入
ら
せ
て
い
た
だ

き
、
建
築
確
認
や
建
築
図
面
な
ど
を
も
と

に
各
部
屋
の
資
材
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

税
務
課

　

蘂
95
―

１
１
１
３

税
に
関
す
る
手
続
き
の
お
知
ら
せ

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　
小
字
名
②　

　

前
回
は
、
地
名
の
由
来
に
つ
い
て
書
き

ま
し
た
。
今
回
は
、
そ
の
地
名
が
い
つ
か

ら
使
わ
れ
た
の
か
を
考
え
ま
す
。

　

９
３
０
年
代
に
作
ら
れ
た
、
わ
が
国
最
初

の
百
科
事
典
と
さ
れ
る
『
和
わ
み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

名
類
聚
鈔
』

の
中
に
、
尾
張
国
丹
羽
郡
の
集
落
名
の
ひ

と
つ
に
「
小
口
」
と
い
う
地
名
が
出
て
い

ま
す
。
こ
れ
が
、
文
献
で
確
認
で
き
る
最

も
古
く
か
ら
あ
る
地
名
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ほ
か
に
も
、江
戸
時
代
に
尾
張
藩
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た『
寛
か
ん
ぶ
ん
む
ら
む
ら

文
村
々
覚
書
』（
１
６
７
０

年
前
後
に
成
立
）
と
『
尾お
わ
り
じ
ゅ
ん
こ
う
き

張
徇
行
記
』

（
１
８
２
２
年
成
立
）
か
ら
は
、
地
名
の
み

な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
得
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
２
つ
の
資
料
と
も
に
、
御
供

所
村
・
長
桜
村
・
大
屋
敷
村
・
外
坪
村
・

川
北
村
（
河
北
村
）・
余
野
村
・
小
口
村
、

ほ
か
に
九
つ
の
新
田
村
に
分
け
て
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　
『
寛
文
村
々
覚
書
』
の
「
小
口
村
」
の
項

に
は
「
上
組
・
中
組
・
下
組
」
に
分
か
れ

て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
、『
尾
張
徇
行
記
』

に
は
「
上
小
口
・
中
小
口
・
下
小
口
」
に

分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、

江
戸
時
代
の
初
め
に
は
、
す
で
に
小
口
の

中
で
３
つ
の
地
域
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
。

　

ほ
か
に
地
名
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し

て
、
江
戸
時
代
の
村
絵
図
が
あ
り
ま
す
。

江
戸
時
代
の
終
わ
り
こ
ろ
の
１
８
４
０
年

代
か
ら
50
年
代
に
描
か
れ
た
村
絵
図
に
は
、

町
名
地
番
変
更
前
に
使
わ
れ
て
い
た
小
字

名
と
、
明
治
以
降
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
地

名
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

あ
く
ま
で
も
絵
図
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
地

図
と
し
て
は
大
ま
か
で
あ
り
、
ま
た
、
地

名
の
記
入
を
略
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
た

め
、
同
じ
地
区
の
村
絵
図
で
も
例
え
ば
作

成
年
の
異
な
る
天
保
12
年
（
１
８
４
１
）

と
嘉
永
３
年
（
１
８
５
０
）
の
両
方
を
見

な
い
と
、
よ
り
多
く
の
地
名
を
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

明
治
に
入
り
、
１
８
８
４
（
明
治
17
）

年
に
作
ら
れ
た
地
籍
図
は
詳
細
で
あ
り
、

こ
の
地
図
に
見
ら
れ
る
小
字
名
は
、
ほ
ぼ

町
名
地
番
変
更
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

村
絵
図
と
比
較
す
る
こ
と
で
、「
江
戸
時
代

の
村
絵
図
で
確
認
で
き
る
地
名
」・「
明
治

の
地
籍
図
で
確
認
で
き
る
地
名
」
に
分
類

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

問�

合
せ
先　

　

町
史
編
さ
ん
室　

蘂
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ー

３
４
６
４　

町
史
編
さ
ん
室
だ
よ
り


